
 

 

 

 

１．計画の背景と目的 

 今日の環境問題は、私たちの身近な生活環境や自然環境に加えて、

地球環境や省エネルギー・省資源問題など地域的な課題にとどまらず

世界的にも大きな問題となっております。 

 さらに、国連総会で「持続可能な開発目標（SDGs）」が採択されると

ともに温室効果ガス排出実質ゼロを掲げた「パリ協定」も採択されて

います。 

遠軽町では遠軽町環境基本条例の基本理念に基づき、平成２２年６

月に「遠軽町環境基本計画」を策定し、取り組みを進めてきました。 

計画期間の終了と昨今の情勢を踏まえ、計画の見直しを行い、第２

次遠軽町環境基本計画を策定しました。 

２．計画の位置づけ 

 遠軽町が行う環境政策を推進するための最も基本的な考え方を示

し、方向性や将来に向けた目標を示すものです。 

 SDGsの考え方も踏まえて施策を推進するため、関連性の確認をして

いきます。また国の環境基本計画や北海道の北海道環境基本計画との

整合性を図りながら必要に応じて見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

３．町民・事業者及び町との協働 

 良好な環境を守り育てていくためには、町民の日常生活や各種団体等の環

境保全活動、事業者の事業活動及び行政の普及啓蒙や情報の公開・提供など、

共通認識のもので環境に配慮した行動を起こすことが不可欠です。 

情報を共有しながら対等な立場の中で、町民・事業者及び町の三者の協働

による取り組みが必要です。 

４．計画の基本理念 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「節電＆節水」「エコ車両の利用」「紙の無駄遣い廃止」

「自然とのふれあい」「ペットの適正飼育」「野生動植物の保護」 

「省エネ」「花や木を植えましょう」「二酸化炭素削減」 

 「清掃」「地産地消」「美しい街を」 

「ごみの分別」「ごみの抑制」「過剰包装抑制」 

「環境の保全」「産業振興」「みんなの協働」

部屋の電気も 

 使わないときは消す！ 

森林浴や体験学習など自然と 

触れ合うことで自然の魅力発見＆ 

心身をリフレッシュ♪ 

地産地消！遠軽産の物を取り入れる。 

景観に配慮した農村づくり。 

清掃してより、美しい街に♪ 

ごみは、ちゃんと分別！ 

マイバック持参で省資源。 

ごみは少しでも減らして省資源！！ 

未来のために、皆で協働して 
今できることをやる！ 

環境に対し理解を深める。 

自然環境を生かした産業振興。 
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花壇やプランターで温暖化防止に貢献。 

シャワーや歯磨きでも、 

 使ってないときは水を止める！ 

使い捨て製品はできるだけ使わない。 

二酸化炭素削減のためエコドライブを！ 

生態系を守り、適正飼育で命を大切にする。 


